
『令和６年度大阪府立みどり清朋高等学校 PTA総会』の議事録 

◇令和６年度大阪府立みどり清朋高等学校 PTA総会を下記のとおり開催した。  

１ 開催日時    令和６年５月１１日   

２ 場  所    みどり清朋高校会議室   

３ 総 会員数    ７４２名    

４ 出席会員数     １７名※①   

５ 委任状提出者数    ５８０名※②   

 

PTA規約第 6条（総会） 

        「総会の定足数は、会員の三分の一以上とし、議決は多数決による。」 

           会員の三分の一：7４２名／３＝２４８名 

本総会の出席数：※①＋※②＝５９７名 

 

◇総会出席数が定足数を超え、PTA規約第 6条の条件を満たしたため、本会は適法に成立したもの

と判断し、PTA 総会を開会した。以下に総会の資料のうち、掲載可能なものを掲載する。 

 

◇総会資料（抜粋） 

次  第 

令和６年５月１１日 

 １ みどり清朋高等学校ＰＴＡ総会        （於：会議室） 

      (1) 開会の辞 

      (2) 会長挨拶 

      (3) 学校長挨拶 

      (4) 議長選出 

      (5)  議  事             

・令和５年度事業報告〈①号議案〉 

・令和５年度決算報告〈②号議案〉 

・会計監査報告                   

・学年会費等報告                 

・令和６年度役員選出〈③号議案〉 

・令和６年度役員紹介            

・新会長挨拶                    

・令和６年度事業計画（案）〈④号議案〉 

・令和６年度予算（案）〈⑤号議案〉 

・令和６年度学年予算書等報告 

・閉式の辞 

 

   

  ２ 第１回実行委員会               （於：会議室） 

           ・当面の行事（体育祭、進路座談会、文化祭）について 

           ・次回委員会開催予定日について 

           ・その他 

 

 

 

 

 

 

◇◇ 以上の議案すべて、総会にて承認されました。 ◇◇ 

 

 

 

指名委員会より公示されました役員及び会計監査候補の皆様がすべて総会にて承認されました。 



<　①　号議案> 2024年5月11日

月 日 曜 役員・実行委員会　各委員会・委員総会 PTA行事 学校行事（ＰＴＡ関連）

4 10 月 入学式
4 22 土 新旧役員・実行委員引継会 保護者対象

　 　　　　総会に向けて 進路説明会
5 13 土 ＰＴＡ総会【10時30分～】　　各種委員会【11時30分～】　

第１回PTA役員・実行委員会【12時00分～】
6 2 金 　　　体育祭における熱中症予防対策のため、 体育祭

　　　　　　　全生徒にスポーツドリンクのペットボトルを配布
6 20 火 保護者懇談週間

～

24 土

7 15 土 ３年進路座談会 ３年生保護者対象

進路説明会
7 22 土 第２回役員・実行委員会（社会見学・文化教室）
8 26 土 第３回役員・実行委員会（文化祭バザー等）
9 8 金 ＰＴＡバザー出店 文化祭
9 9 土 ＰＴＡバザー出店 文化祭
9 30 土 進路座談会 進路講演会
10 28 土 社会見学会 
11 9 木 保護者懇談

10 金

11 11 土 ＰＴＡ会報編集作業（文化厚生）
12 9 土 PTA文化教室
12 22 金 PTA会報発刊（文化厚生） 終業式
1 11 金 PTA臨時役員会
1 13 土 ＰＴＡ会報編集作業（文化厚生）
2 5 月 PTA臨時総会・第４回実行委員会

（卒業式関係、指名委員会立ち上げ、合格者登校日でのPTA活動紹介）

2 15 木 学校保健委員会

2 29 木 PTA会報発刊（文化厚生） 卒業式
3 19 火 ＰＴＡ活動案内・アンケート集計

新１年生保護者ＰＴＡ活動参加依頼（メール）

令和５年度　ＰＴＡ  事業報告

合格者説明会
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＜③号議案＞ R6.5.11

令和６年度　みどり清朋高校 〔 報　　告 〕

PTA　役員（案） 令和6年度

役員名 氏　　　名 学年・組 PTA　実行委員

会　　長 韓
はん

　雪源
しゅえいぇん

3年2組 氏　　　名 学年・組

副会長 笹井
さ さ い

　恵
めぐみ

2年2組 山下　智恵美 3年1組

副会長 岩中
いわなか

　久美子
く み こ

2年4組 建守　真由子 3年1組

書　　記 戸田
と だ

　真理子
ま り こ

2年4組 吉田　孝子 3年3組

書　　記 荊尾　法美
か た ら お の り み

2年6組 高田　昌子 3年6組

会　　　計 矢木
や ぎ

　愛
あい

3年6組 石川　佐登子 2年1組

会　　　計 中井
な か い

　七緒
な お

3年5組 西川　理恵 2年1組

倉　悠子 2年2組

PTA　会計監査 上田　明世 2年5組

役職名 氏　　　名 学年・組 藁科　志保 2年6組

会計監査 建守　真由子 3年1組 蔭山　直美 1年3組

会計監査 𫞏本　久実 2年4組 藤井　絵美 1年5組

寺浦　奈穂 1年5組

三田　美香 1年6組
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<　④　号議案> 2024年5月11日

月 日 曜 役員・実行委員会　各委員会・委員総会 PTA行事 学校行事（ＰＴＡ関連）

4 8 月 始業式・入学式

4 20 土 新旧役員・実行委員引継会
　 　　　　総会に向けて

5 11 土 ＰＴＡ総会【10時30分～】　　第１回実行委員会【11時30分～】　
5 31 金 　　　体育祭における熱中症予防対策のため、 体育祭

　　　　　　　全生徒にスポーツドリンクのペットボトルを配布
6 18 火 保護者懇談週間

～

22 土

7 16 火 【16時～】
進路座談会

7 20 土 第２回役員・実行委員会（社会見学・文化教室）

文化祭関係もここで
8 24 土 第３回役員・実行委員会（文化祭関係最終打ち合わせ）

9 6 金 ＰＴＡバザー出店 文化祭
9 7 土 ＰＴＡバザー出店 文化祭
10 26 土 社会見学会 
11 7 木 保護者懇談

8 金

12 7 土 PTA文化教室
1 11 土 ＰＴＡ会報編集作業
2 8 土 第４回役員・実行委員会

（卒業式関係、指名委員会立ち上げ、新入生保護者勧誘方法の確認）

2 13 木 学校保健委員会

2 28 金 PTA会報発刊 卒業式
ＰＴＡ活動案内・アンケート集計

メールでの勧誘開始

令和６年度　ＰＴＡ  事業計画

合格者説明会3
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― ２０ ― 

大阪府立みどり清朋高等学校 PTA規約 
 

第 1条（名称） 

   本会は、大阪府立みどり清朋高等学校 PTAと称

し、事務所を本校内におく。 
 

第 2条（目的） 

本会は、学校と協力して心身ともに健全な生徒

を育成することを目的とする。 
 

第 3条（方針） 

本会は、その目的達成を願う社会教育関係団体

で、特定の政党、宗教に偏せず、いかなる団体の

干渉も受けない。 
 

第 4条（事業） 

本会は、上記の目的、方針に従い、次の事業を

行う。 

  （1）生徒の福祉増進 

  （2）教育環境の整備 

  （3）会員相互の研鎖と地域社会との連帯 
 

第 5条（会員） 

本会は、学校に在籍する生徒の保護者ならびに

校長、教職員を以て構成する。 
 

第 6条（総会） 

毎年一回定例総会を開き、役員の改選、事業報

告、予算、決算の承認、その他必要な審議を行う。 

総会の定足数は、会員の三分の一以上とし、議

決は多数決による。 

   必要があれば、臨時総会を開くことが出来る。 
 

第 7条（役員） 

（１）本会には次の役員を置く。任期は 1年とし、

再任を妨げない。 

役員の選出方法については別に定める。 

        会 長 1名   書 記 2名 

        副会長 2名   会 計 2名 

ただし、定員が 2 名の役職については、総

会の承認により、定員を減ずることができる。 

（２）役員の任務は次のとおりとする。 

会長は本会を代表し、総会および実行委員

会を召集する。 

副会長は会長を補佐し、会長不在のときは

代行をつとめる。 

書記は議事の記録、資料の収集、各種会合

の連絡通知等のことを行う。 

会計は本会の会計事務を処理し、総会にお

ける予算、決算の説明報告を行う。 
 

第 8条（実行委員会） 

本会は実行委員会を置き、会務の企画運営、総

会に提出する議案の検討整理を行い、決議事項の

執行にあたる. 

実行委員会は、役員と実行委員 8 名程度をもっ

て構成する。 

                                     
 

第 9条（会計） 

本会の経費は、会費、事業収入、寄付金により

充てる。会費は年額 4,000円とする。 
 

第 10条（会計年度） 

本会の会計年度は 4 月 1 日にはじまり、翌年 3

月 31日におわる。 
 

第 11条（会計監査） 

本会には、会計監査を置き、会計の執行状況を

監査し、必要に応じて実行委員会に出席して意見

をのべることができる。 

会計監査は若干名とし、選出方法については別

に定める。 
 

第 12条（規約改正） 

この規約は、総会において、出席会員の三分の

二以上の賛成があれば、改正することができる。 
 

（付 則） 

(1)この規約は、平成20年度5 月31日より実施する。 

(2)第 8 条に規定する実行委員会は平成 21 年度から

設置するものとする。 

(3)本規約は令和 6年 2月 5日より改定。 

 

 

（選挙細則） 

第１条 役員、会計監査の選挙を行うときは侯補者

指名委員会を設ける。 

第２条 指名委員会の構成は、次のとおりとする。 

役員会から３名、役員を除く実行委員から互選

で３名。教職員より若干名。 

第３条 指名委員会は、委員の互選で委員長を設け

る。 

第４条 指名委員の公示は、選出後 3 日以内に会長

において行うものとする。 

第５条 指名委員会は、候補者を指名して選挙 1 週

間前に候補者の承認を得て公示する。 

第６条 会員は、誰でも立候補できるが、その場合

は選挙の 3 日前までに氏名、役種を書面にして

指名委員会に届け出る必要がある。 

第７条 選挙の事務一切は、指名委員会で行い、役

員・会計監査の選出は総会において行う。 

第 8 条 この細則は、総会において出席会員の三分

の二以上の賛成があれば、改正することができ

る。 

 

付記 令和 6年(2024年)2月 5日  改定 

 

 

 

 

                         以上 
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